
 

最低制限価格の算定方法の改定について 

 

１.対象 

原則として受注希望型競争入札に付する建設工事全てを対象とします。 

 

 

２.最低制限価格設定の表示 

最低制限価格を設定した入札案件は、その旨を入札公告に記載し、入札参加者へ周知いた 

します。 

 

 

３.最低制限価格の算定方法 

令和４年３月４日付け改正「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約

制度運用連絡協議会モデル」の基準を準用し、下記のとおり算定します。 

 最低制限価格(税抜き)の算定方法 

建設工事 

①直接工事費の 97％  

②共通仮設費の 90％ 

③現場管理費の 90％  

④一般管理費の 68％ 

※上記①～④の合計額 

※①～④の各段階で端数処理（1 円未満を切り捨て）を行い、①～

④の合計額に対しては 1万円未満を切り捨てる。 

※上記算定式による額が、予定価格の 92％を超える場合は 92％の額とし、75％に満たな

い場合は 75％の額とする。 

(１万円に満たない端数があるときは、1万円未満を切り捨てる。) 

 

 

４.最低制限価格の公表 

最低制限価格の金額については事後公表とします。 

 

 

５.実施時期 

令和４年４月以降に公告する案件から適用します。 



 

○最低制限価格の算定例(建設工事) 

・予定価格 ８，０００，０００円 

直接工事費 ５，０００，０００円 ×０．９７ ＝４，８５０，０００円 

共通仮設費 １，０００，０００円 ×０．９ ＝  ９００，０００円 

現場管理費 １，０００，０００円 ×０．９ ＝  ９００，０００円 

一般管理費 １，０００，０００円 ×０．６８ ＝  ６８０，０００円 

合計   ＝７，３３０，０００円 

 各経費の積み上げは７，３３０，０００円で予定価格の９１．６％となり、７５．０≦９

１．６≦９２となるため、７，３３０，０００円が最低制限価格となる。 

 

パターン① 

 ・入札業者 Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ ５社 

 ・予定価格   ８，０００，０００円 

 ・最低制限価格 ７，３３０，０００円 

業者 入札金額 順位 結  果 

Ａ ７，７００，０００円 ４ Ｃ社の入札額が最低の入札価格であり、予

定価格以内で最低制限価格を上回るため

Ｃ社が第１位の落札候補者となる。 

Ｂ ７，８００，０００円 ５ 

Ｃ ７，４００，０００円 １ 

Ｄ ７，５００，０００円 ２ 

Ｅ ７，６００，０００円 ３ 

 

パターン② 

 ・入札業者 Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ ５社 

 ・予定価格   ８，０００，０００円 

 ・最低制限価格 ７，３３０，０００円 

業者 入札金額 順位 結 果 

Ａ ７，７００，０００円 ４ Ｂ社の入札金額が最低価格となるが、最低

制限価格を下回るため失格となる。よっ

て、Ｃ者が第１位の落札候補者となる。 

Ｂ ７，３００，０００円 失格 

Ｃ ７，４００，０００円 １ 

Ｄ ７，５００，０００円 ２ 

Ｅ ７，６００，０００円 ３ 

 


